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島田市農業委員会だより第７号 

平成２３年１２月８日発行 

・市内農家 松本英治さん紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・ （表紙） 

・農業委員会会長就任あいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・  （２） 

・第４期農業委員紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・  （２），（３） 

・農業者年金に加入しましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・  （４） 

・農業よろず相談会日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・  （４） 

・納税猶予の制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・  （４） 

切山地区 松本 英治さん 

切山の松本英治さんは、ご夫婦で○Ｍ茶景園（マルエムさくらえん）を経営し、お茶を栽培し

ています。今年は、霜などの気象による被害はなかったものの、放射性物質による風評被害の

対応に頭を悩ませたそうです。切山の農地造成地に農地を所有していて、一本の畝の長さが約

90ｍになるそうです。 

また、松本さんは現在、島田市農業経営振興会の会長として２年目を迎え、農業経営振興会

では経営マネジメント部会・販売促進部会など６つの専門部会を設け、各会員が活発に活動し

ているそうです。 

【会員募集】 島田市農業経営振興会では、市内の「やる気」のある農業者を随時、募集して

います。ご興味のある方は、是非、加入をお願いします。 

【申し込み・お問い合わせ先】 島田市農業経営振興会事務局（市役所 農林課 農業係内） 
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相続税の納税猶予を受けている方には、「納税猶予ノート」をお
配りしています。この「納税猶予ノート」は、毎年、納税猶予の対
象となっている農地の利用状況等を記載していただき、納税猶予の
特例を受けていることを確認していただくためのものです。 

近年、納税猶予の適用を受けていることを忘れて転用したり、賃
貸したりする事例が発生しています。このような場合には、相続税
本税のほか猶予されていた期間の利子税も納めていただくことに
なります。 

 納税猶予制度は、農業経営を継続することが要件となっています
ので、「納税猶予ノート」の「作付け等の記録」（黄色の用紙）に納
税猶予の対象となっている農地（１筆ごと又は１枚ごと）の作付け
等の状況を、毎年忘れずに記載してください。 

相続税の納税猶予制度についてご不明な点などがございました
ら島田税務署（資産課税部門）までお尋ねください。 

℡３７－３１２１（自動音声案内で２をダイヤルしてください） 

■６０歳未満の方 

■年間６０日以上農業に従事 

■国民年金第１号被保険者 

加入要件 

■３５歳未満の方は保険料２万円の内１万円補助 

■３５歳以上の方は保険料２万円の内６千円補助 

※２０年以上保険料を納めることができ、上記要件

以外に補助の要件を満たしているもの。 

補助制度 

詳しくは、農業委員会事務局又は地区農業委員ま

でお問い合わせください。℡３６－７２０９ 

島田市農業委員会では、農家を対象とした出張相談会

を市内４箇所で開催します。農地の貸借や年金相談など

農業に関することでしたら何でもご相談ください。 

【初倉地区】 

平成２４年１月３０日（月） 

午後１時３０分から４時まで 

ＪＡ初倉支店 ２階 小会議室 

【金谷地区】 

平成２４年１月３１日（火） 

午後１時３０分から４時まで 

  金谷庁舎（旧金谷町役場）３階 大会議室 

【島田地区】 

平成２４年２月１日（水） 

午後１時３０分から４時まで 

島田市役所 会議棟 １階 大会議室 

【川根地区】 

平成２４年２月２日（木） 

午後１時３０分から４時まで 

島田市役所 川根支所 ２階 大会議室 

・８０歳までの保証が付いた終身年金です。 

 

・全額社会保険料の控除の対象となります。 
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全国農業新聞を購読しませんか？ 
経営とくらしに役立つ農業総合専門紙 

全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農

業委員会系組織が発行する農業総合専門紙です。 

■発行日：毎週金曜日 

 

■購読料：月６００円（送料込） 

 

■申込み：農業委員会事務局 

 ℡３６－７２０９ 
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